
侵略的外来種： 

外来種をペット、水族館・動植物園での生体展示、活餌あるいは生食を目的として導

入する際にともなうリスク管理および関連事項 

(Invasive alien species : management of risks associated with introduction of alien 

species as pets, aquarium and terrarium species, and as live bait and live food, and 

related issues) 

- 生物多様性条約第 12回締約国会議決議 16(UNEP/CBD/COP/DEC/XII/16 ) - 

締約国会議は、 

侵略的外来種が、ペット、水族館・動植物園での生体展示、生き餌あるいは生食の用途(以降、

「ペット等の用途」とする)で導入されることによる、生物多様性への悪影響、および逃げ出したり

野外に放たれたりした場合のリスクを認識しつつ、 

締約国、その他の国の政府、関連組織および生物多様性のあらゆる利害関係者が、決議Ⅵ/23*

の付録にある、生態系、生息地または種を脅かす外来種の影響の予防、導入、緩和のための指

針原則を、今後も指針となることを再確認しつつ、 

決議Ⅸ/4において、締約国に対し、International Plant Protection Convention(国際植物防疫条

約)、World Organisation for Animal Health(国際獣疫事務局)、その他の関連組織が策定した、リス

ク評価指針およびその他の手順並びに基準の利用が奨励されていることを想起しつつ、 

また決議 XI/28における、決議Ⅸ/4 Aの第 11、12、13節および決議Ⅹ/38の第 13節で述べられ

ている事柄、特に World Trade Organization(世界貿易機関)により基準策定機関と認められている

組織(国際植物防疫条約、国際獣疫事務局、Codex Alimentarius Commission(国際食品規格委員

会)およびその他の関連組織との関係向上について、引き続き努力するための事務総長への要

請を想起しつつ、 

 

＊本決議の採択に至る過程で、ある代表が正式な意義を申し立て、締約国会議が動議または正

式な異議のある文書を合法的に採択することができるとは信じられないと強く主張した。この決議

の採択に至る手順に関して留保を表明した代表者はわずかである(UNEP/CBD/COP/6/20, 

294-324参照)。 

 

 



１． 本決議の付録として記載されている、ペット等の用途での外来種の導入に伴うリスクに対処

するための措置を考案し、履行することについての任意な指針を採択する。ついては、この指

針に従ってとられた措置は、適用する国内並びに国際的義務に整合するものであると認め

る。 

２． 締約国、その他の政府および関連機関に対し、本指針を広く普及させ、国家、産業およびあら

ゆるレベルの関連組織によって、それにふさわしい規制、行動規範および、または他の指針

を策定するために本指針の利用を促進し、またこれらによる措置の調和を促進するよう、要

請する。 

３． 締約国、政府およびその他の関係機関に、クリアリングハウスメカニズムおよび、または

Global Invasive Alien Species Information Partnership(世界侵略的外来種情報パートナーシッ

プ)を通じて、National Invasive Species Strategies and Action Plans((仮)外来種国家戦略およ

び行動計画)と共に、侵略的外来種のリスク評価の結果や種のリストを含む、関連情報の利

用を可能にするよう求める。 

４． 条約事務局長に対し、Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称「ワシントン

条約」)および関連組織との協力において、ペット等の用途で野生生物を持ち込む取引に伴う

リスクに対処する手段と方法を検討することを要求する。無規制、無報告または違法な取引

があることから、野生生物取引規制の責任当局との協力関係を強めることによるものも含む

こととする。また第 13回締約国会議より前に開催される Subsidiary Body on Scientific, 

Technical and Technological Advice(科学上および技術上の助言に関する補助機関、通称「科

学技術助言補助機関」)の会合への報告を求める。 

 

 

 

 

 

 



付録： 

ペット、水族館・動植物園での生体展示、生き餌あるいは生食の用途での外来種の

導入に伴うリスクに対処するための措置の考案及び実施に関する指針 

(GUIDANCE ON DEVISING AND IMPLEMENTING MEASURES TO ADDRESS 

THE RISKS ASSOCIATED WITH THE INTRODUCTION OF ALIEN SPECIES AS 

PETS, AQUARIUM AND TERRARIUM SPECIES, AND AS LIVE BAIT AND LIVE 

FOOD) 

本指針の目的と特徴 

１．本指針は、国家、地域、その中の小さな地域や、その他の基準の地域において、ペット、水族

館・動植物園での生体展示、生き餌あるいは生食の用途(以降、「ペット等の用途」とする)で

の外来種の導入に伴うリスクに対処するための措置の考案及び実施について、各国や関連

組織を支援することを目的とするものである。本指針は、関係当局が規制または行動規範の

策定の際、または国際機関、産業界及び市民社会の組織が自主的に設けた行動規範や、

その他の指針に利用できる要素を提供するものである。 

２．ペット等の用途での侵略的外来種の導入は、侵入経路が「逸出」であるとされる。逸出は、生

物が捕獲または閉じ込められた状態から自然環境へと移動することを意味する。この侵入経

路を通じて、生物は最初、意図的に輸入または移送されて閉じ込められた状態におかれ、そ

の後逃げ出す。逸出には、生きた生物を意図的に、偶発的に、または不注意で自然環境へ

解放することを含み、生食用の食糧を野外へ廃棄処分する場合や、制限域外の水系におけ

る生き餌を使用するような場合も含まれる。 

３．本指針では、ペット等の用途で導入された外来種には、下位分類群及び交雑により得られた

種(故意に輸入または移送された、その地域では外来種となる生物と在来生物との雑種を含

む)も含めるものとする。 

４．本指針は、インターネット取引も含め、外来生物を国内または国内の特定の生物地理区へ、ペ

ット等の用途で輸入または移送する場合に適用する。本指針は、国、関連組織、産業界、消費

者など、価値連鎖に沿って関わるすべての人々(輸入業者、繁殖業者、卸売業者、小売業者及

びその顧客など)と関わりがある。生食用の種においては、さらに飲食店及び市場もその対象

に含まれる。 

 



５．本指針は任意のものであり、現存する国家的及び国際的ないかなる責務にも影響を及ぼすこ

とを目的としていない。本指針は、関連する他の指針及び関連する任意の規則と併用し、また

相互支援して用いられることを目的としている。関連する指針の例としては、Guiding Principles 

for the Prevention, Introduction and Mitigation of Impacts of Alien Species that Threaten 

Ecosystems(生態系、生息地及び種を脅かす外来種の影響の予防、導入、影響緩和のための

指針原則)、International Plant Protection Convention(植物防疫条約)、World Organization for 

Animal Helth(国際獣疫事務局)、Codex Alimentarius Commission(国際食品規格委員会)及び

その他の関連組織の策定した基準、指針、勧告などである。 

予防と責任ある行動 

６．産業界及びすべての関係者は、外来生物が侵略的外来種になり得るリスクを持ち、外来生物

が生態系、生息環境、種や遺伝子レベルでの生物多様性に与える負の影響、またそれに関

連した人間の健康や暮らし、経済に与える影響を認識すべきである。国家、産業界及び関連

組織は、このような影響があることを普及啓発する運動に取り組むべきである。 

７．一般的かつ優先的事項として、国家、関連組織及び産業界は、ペット、水族館・動植物園での

生体展示として利用されている種については、侵略的ではないことが明らかな種の利用を奨

励すべきである。 

８．国家、関連組織及び産業界は、病原菌または寄生生物の侵入及び/または拡散の危険をもた

らす恐れのある生き餌の使用を止めさせるか、または禁止すべきである。 

９．国家、関連組織及び産業界は、ペット、水族館・動植物園での生体展示としての生きた生物の

安全な取り扱いの重要性並びにそれらに対する適切な管理、生き餌または生食用の食糧と

して使用される侵略的外来種の安全な取扱い及び処分について、購入者、潜在的購入者、

供給業者、販売者、消費者及び潜在的消費者の認識を高めるべきである。 

１０．国家、関連組織、産業界及び消費者は、ペット等の用途で使用される侵略的外来種になり得

るいかなる種に対しても責任を持ち、細心の注意をもって管理しなければならない。また、可

能かつ適切な場合には、下記第 18項に記載された措置をとるべきである。 

 

 



リスク評価とリスク管理 

１１．ペット等の用途で、在来種でない生物を輸入または移送、あるいは国内の生物地理学的に

異なる地域への移動を計画する際、国家、関連組織または産業界はリスク評価を行うべきで

ある。リスク評価には、以前行った評価及び他の利用可能な情報を用いてもよい。リスク評

価は特に下記事項を検討すべきである: 

(a) 生物が生活環のいかなる段階であれ、閉じ込められた状態から逸出する確率（事故ま

たは不注意によるものも含む）; 

(b) 種の定着及び拡散の確率; 

(c) 遺伝子の多様性の喪失につながる在来種との交雑を含む、種の定着及び拡散による

生物多様性への影響、生産活動及び人間の健康に関わる影響、そしてこれらの影響の

重大性; 

(d) 病原菌及び寄生生物の拡散に伴うリスク。 

１２．逸出確率の評価は、種固有の性質と同様に、種を閉じ込めた状態を維持するための手法も

考慮に入れなければならない。 

１３．ペット等の用途での種の導入に関わるリスクについてのリスク評価の結果が容認を示す場

合、国内へ輸入する、あるいは国内の異なる生物地理区へ移送することができる。国家、関

連組織及び産業界は、評価の結果に変化をもたらす可能性がある新たな情報を入手した際

は、リスク評価をやり直さなければならない場合もある。 

１４．ペット等の用途での種の導入に関わるリスクについてのリスク評価の結果が容認を示さない

場合、リスクに対処できる措置が取られなければならない。措置として、下記第 18項に記載

されている対策の一つあるいはそれ以上の実施が要求される場合もある。 

１５．ペット等の用途での種の導入が関わるリスクについてのリスク評価の結果が容認を示さない

場合で、かつリスク管理対策が不十分でリスクが削減されない場合、ペット等の用途での種

の輸入または移送は認めるべきではない。 

１６．リスク評価を受けていないペット等の用途に用いられる外来種は、侵略的外来種になる可能

性がある種として取り扱うべきである。 

１７．世界貿易機関の Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures(衛生

植物検疫措置の適用に関する協定)に承認された基準策定機関によって策定された基準、

指針及び勧告は、リスク評価を行う上でも意味があるだろう。 



措置 

１８．ペット等の用途で持ち込まれる外来種に関わるリスクの対処に利用できる措置は数多くある。

特に下記の例のような措置が含まれる： 

(a) 逸出を防ぐのに有効な措置（例えば、確実に閉じこめる方法、取り扱い方法及び移送の

方法）の実施を確実にすること; 

(b) 種の移送、取り扱い、販売、使用または保有に関わるすべての人々の間で、そのリスク

及び逸出を防ぐための適切な措置（確実に閉じこめる方法、取り扱い方法及び移送の

方法）の意識を高め、その実施能力を開発すること; 

(c) 生きた生物の利用者、消費者、所有者、取引業者及び管理者が、生物を自然環境へ解

放すること並びに生物が逸出する事態になることを止めさせ、または禁止しすること。彼

らが生物を速やかに再捕獲するための措置をとり、もし適切な場合には迅速な対応を

促すために関係当局へ報告することを要請または要求すること; 

(d) 望ましくない種を返送、転売、新しい所有者を見つける、または処分するときには、危険

のない人道的な対応をすること; 

(e) 持ち込み、定着及び拡散の可能性に対処するための駆除及び個体数制御を含む適切

な対応措置を確実にすること; 

(f) 購入者及び販売者によって使用された、生き餌並びに生食用の生物の適切で安全な処

分方法を確実にすること; 

(g) 違法な輸入、輸出または再輸出を阻止するために、適切な管理措置を確実にすること; 

(h) 適切な場合には、生殖不能な生物をペット等の用途に使用することを奨励すること。 

１９．ペット等の用途に用いられるすべての貨物は、閉じ込め、取り扱い並びに移送に関するあら

ゆる必要事項と同様に、分類群(わかる範囲で最も詳しい分類階級、また可能ならば遺伝子

型、学名や分類学的シリアルナンバーかまたはそれに変わる番号など)を明示するべきであ

る。 



２０．生物を特定の国または当該国内の生物地理区に輸入するときには、その種が安全であるこ

とが明らかな場合を除き、貨物に生物多様性に対する潜在的危険がある旨のラベルを付け

ることが望ましい。 

情報の共有 

２１．産業界及びすべての関係者は、外来生物が侵略的外来種になり得るリスクを持ち、外来生

物が生態系、生息環境、種や遺伝子レベルでの生物多様性に与える負の影響、またそれに

関連した人間の健康や暮らし、経済に与える影響を認識すべきである。国家、産業界及び関

連組織は、このような影響があることを普及啓発する運動に取り組むべきである。 

２２．一般的かつ優先的事項として、国家、関連組織及び産業界は、ペット、水族館・動植物園で

の生体展示として利用されている種については、侵略的ではないことが明らかな種の利用を

奨励すべきである。 

２３．国家、関連組織及び産業界は、病原菌または寄生生物の侵入及び/または拡散の危険をも

たらす恐れのある生き餌の使用を止めさせるか、または禁止すべきである。 

その他の国際的義務との整合性 

２４．本指針の下での措置は、例えば世界貿易機関の衛生植物検疫措置の適用に関する協定及

びこの協定によって承認された基準策定機関、またワシントン条約などの、該当する国際的

義務に矛盾しない形で実施されるべきである。 

 

原文： 

http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-16-en.pdf 
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